
 

議案第９１号 

   さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２７年２月１０日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平

成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若

しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、

若しくは在籍する保育所、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）に規定する幼稚園、小学校若し

くは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規

定する認定子ども園その他児童が集団生活を営む

施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助

を行うよう努めなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、その家庭

からの相談に応じ、必要な援助を行うよう努めな

ければならない。 

  

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する

特例） 

 （指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特

例） 

第６１条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規 第６１条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規



 

模多機能型居宅介護事業者（さいたま市指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例（平成２４年さいたま市条例第

７３号。以下「指定地域密着型サービス条例」と

いう。）第８３条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サ

ービス条例第１９２条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が地域

において児童発達支援が提供されていないこと等

により児童発達支援を受けることが困難な障害児

に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型サービス条例第８２条に規定する指定小規

模多機能型居宅介護をいう。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス条

例第１９１条に規定する指定看護小規模多機能型

居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項又は第１９

２条第１項に規定する通いサービスをいう。以下

同じ。）を提供する場合には、当該通いサービス

を基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを

行う指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス条例第８３条第１項に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型サービス条例第１９２条第１項に規定

する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所等」という。）を基準該当児童発達支援事業所

とみなす。この場合において、この節（第５９条

（第２４条第２項、第３項、第５項及び第６項の

規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

ついては適用しない。 

模多機能型居宅介護事業者（さいたま市指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例（平成２４年さいたま市条例第

７３号。以下「指定地域密着型サービス条例」と

いう。）第８３条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）が地

域において児童発達支援が提供されていないこと

等により児童発達支援を受けることが困難な障害

児に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス条例第８２条に規定する指定小

規模多機能型居宅介護をいう。）のうち通いサー

ビス（指定地域密着型サービス条例第８３条第１

項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）

を提供する場合には、当該通いサービスを基準該

当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定

小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型

サービス条例第８３条第１項に規定する指定小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）

を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場 

 合において、この節（第５９条（第２４条第２項、 

 第３項、第５項及び第６項の規定を準用する部分

に限る。）を除く。）の規定は、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所については適用しない。 

 

 ⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所等の登録者（指定地域密着型サービス条例

第８３条第１項又は第１９２条第１項に規定す

る登録者をいう。）の数と指定障害福祉サービ

ス条例第９７条の規定により基準該当生活介護

とみなされる通いサービス、この条の規定によ

り基準該当児童発達支援とみなされる通いサー

ビス若しくは第８１条において準用するこの条

の規定により基準該当放課後等デイサービスと

みなされる通いサービス又は厚生労働省関係構

造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等

規制事業に係る省令の特例に関する措置を定め

る省令（平成１５年厚生労働省令第１３２号。

以下「特区省令」という。）第４条第１項の規

定により自立訓練とみなされる通いサービスを

 ⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者（指定地域密着型サービス条例第８

３条第１項に規定する登録者をいう。）の数と

指定障害福祉サービス条例第９７条の規定によ 

  り基準該当生活介護とみなされる通いサービス、 

  この条の規定により基準該当児童発達支援とみ

なされる通いサービス若しくは第８１条におい

て準用するこの条の規定により基準該当放課後

等デイサービスとみなされる通いサービス又は

厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条

に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に

関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働

省令第１３２号。以下「特区省令」という。）

第４条第１項の規定により自立訓練とみなされ

る通いサービスを利用するために当該指定小規



 

利用するために当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の

数の合計数の上限をいう。次号において同じ。

）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型サービス条例

第８３条第７項に規定するサテライト型指定小 

規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。 

）にあっては、１８人）以下とすること。 

模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害

者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号

において同じ。）を２５人以下とすること。 

 ⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

通いサービスの利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数と指定障害福祉サービス条例第９７条の規

定により基準該当生活介護とみなされる通いサ

ービス、この条の規定により基準該当児童発達

支援とみなされる通いサービス若しくは第８１

条において準用するこの条の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通いサー

ビス又は特区省令第４条第１項の規定により自

立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害

者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限

をいう。以下同じ。）を登録定員の２分の１か

ら１５人（登録定員が２５人を超える指定小規

模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定

員に応じて、次の表に定める利用定員、サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては１２人）までの範囲内とすること。 

 ⑵ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通

いサービスの利用定員（当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数

と指定障害福祉サービス条例第９７条の規定に

より基準該当生活介護とみなされる通いサービ

ス、この条の規定により基準該当児童発達支援

とみなされる通いサービス若しくは第８１条に

おいて準用するこの条の規定により基準該当放

課後等デイサービスとみなされる通いサービス

又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓

練とみなされる通いサービスを受ける障害者及

び障害児の数の合計数の１日当たりの上限をい

う。）を登録定員の２分の１から１５人までの

範囲内とすること。 

 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 
 

 

 ⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

居間及び食堂（指定地域密着型サービス条例第

８７条第２項第１号又は第１９６条第２項第１

号に規定する居間及び食堂をいう。）は、機能

を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

 ⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居

間及び食堂（指定地域密着型サービス条例第８

７条第２項第１号に規定する居間及び食堂をい

う。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さ

を有すること。 

 ⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等が提供する通いサービスの利用者

数を通いサービスの利用者数と指定障害福祉サ

ービス条例第９７条の規定により基準該当生活

介護事業所とみなされる通いサービス、この条

の規定により基準該当児童発達支援とみなされ

る通いサービス若しくは第８１条において準用

するこの条の規定により基準該当放課後等デイ

サービスとみなされる通いサービス又は特区省

令第４条第１項の規定により自立訓練とみなさ

れる通いサービスを受ける障害者及び障害児の

数の合計数であるとした場合における指定地域

密着型サービス条例第８３条又は第１９２条に

 ⑷ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従

業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所が提供する通いサービスの利用者数を

通いサービスの利用者数と指定障害福祉サービ

ス条例第９７条の規定により基準該当生活介護

事業所とみなされる通いサービス、この条の規

定により基準該当児童発達支援とみなされる通

いサービス若しくは第８１条において準用する

この条の規定により基準該当放課後等デイサー

ビスとみなされる通いサービス又は特区省令第

４条第１項の規定により自立訓練とみなされる

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の

合計数であるとした場合における指定地域密着

型サービス条例第８３条に規定する基準を満た



 

規定する基準を満たしていること。 していること。 

 ⑸ ［略］  ⑸ ［略］ 

  

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第７３条 ［略］ 第７３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業

所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

 

 ⑴ 嘱託医 １以上  

 ⑵ 看護師 １以上  

 ⑶ 児童指導員又は保育士 １以上  

 ⑷ 機能訓練担当職員 １以上  

 ⑸ 児童発達支援管理責任者 １以上  

４ 第１項第１号及び第２項の指定放課後等デイサ

ービスの単位は、指定放課後等デイサービスであ

って、その提供が同時に一又は複数の障害児に対

して一体的に行われるものをいう。 

３ 第１項第１号及び前項の指定放課後等デイサー

ビスの単位は、指定放課後等デイサービスであっ

て、その提供が同時に一又は複数の障害児に対し

て一体的に行われるものをいう。 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ ［略］ ５ ［略］ 

  

 （利用定員）  （利用定員） 

第７６条 指定放課後等デイサービス事業所は、そ

の利用定員を１０人以上とする。ただし、主とし

て重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサ

ービス事業所にあっては、利用定員を５人以上と

することができる。 

第７６条 指定放課後等デイサービス事業所は、そ

の利用定員を１０人以上とする。 

  

 （準用）  （準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条から第５１条まで、第５２条第

１項及び第５３条から第５５条までの規定は、指 

定放課後等デイサービスの事業について準用する。 

この場合において、第１３条第１項中「第３８条 

」とあるのは「第７８条において準用する第３８ 

条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあるの 

は「第７８条において準用する第５０条第１項」 

と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２条第 

２項」とあるのは「第７８条において準用する第 

３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条第１ 

項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２６条 

第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第７７ 

条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項に 

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７８ 

条において読み替えて準用する次条第１項に規定 

する放課後等デイサービス計画」と、第２８条第 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第３７

条まで、第３９条から第４６条まで、第４８条か

ら第５１条まで、第５２条第１項、第５３条から

第５５条まで及び第７０条の規定は、指定放課後

等デイサービスの事業について準用する。この場

合において、第１３条第１項中「第３８条」とあ 

 るのは「第７８条において準用する第７０条」と、 

 第１６条中「第５０条第１項」とあるのは「第７

８条において準用する第５０条第１項」と、第１

７条中「第３８条第６号及び第５２条第２項」と

あるのは「第７８条において準用する第７０条第

６号」と、第２３条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第７７条第１項」と、第２６条第２項中

「第２４条第２項」とあるのは「第７７条第２項

」と、第２７条第１項中「次条第１項に規定する

児童発達支援計画」とあるのは「第７８条におい

て読み替えて準用する次条第１項に規定する放課



 

１項中「第５５条第２項第２号において「児童発 

達支援計画」という」とあるのは「第７８条にお 

いて準用する第５５条第２項第２号において「放 

課後等デイサービス計画」という」と、同条第２ 

項、第４項から第８項まで及び第１０項中「児童 

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービ 

ス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「第 

７８条において準用する前条」と、同条第１号中 

「次条」とあるのは「第７８条において準用する 

次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「第７ 

８条において準用する前条」と、第５５条第２項 

第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第７８ 

条において準用する第２２条第１項」と、同項第 

２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後 

等デイサービス計画」と、同項第３号中「第３６ 

条」とあるのは「第７８条において準用する第３ 

６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあ 

るのは「第７８条において準用する第４５条第２ 

項」と、同項第５号中「第５１条第２項」とある 

のは「第７８条において準用する第５１条第２項 

」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあるの 

は「第７８条において準用する第５３条第２項」 

と読み替えるものとする。 

後等デイサービス計画」と、第２８条第１項中「

第５５条第２項第２号において「児童発達支援計

画」という」とあるのは「第７８条において準用

する第５５条第２項第２号において「放課後等デ

イサービス計画」という」と、同条第２項、第４

項から第８項まで及び第１０項中「児童発達支援

計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」

と、第２９条中「前条」とあるのは「第７８条に

おいて準用する前条」と、同条第１号中「次条」 

 とあるのは「第７８条において準用する次条」と、 

 第４４条中「前条」とあるのは「第７８条におい

て準用する前条」と、第５５条第２項第１号中「

第２２条第１項」とあるのは「第７８条において

準用する第２２条第１項」と、同項第２号中「児

童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサー

ビス計画」と、同項第３号中「第３６条」とある

のは「第７８条において準用する第３６条」と、

同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは「第

７８条において準用する第４５条第２項」と、同

項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第７

８条において準用する第５１条第２項」と、同項

第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第７８

条において準用する第５３条第２項」と、第７０

条第６号中「実施地域（当該指定医療型児童発達

支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を

提供する地域をいう。）」とあるのは「実施地域

」と読み替えるものとする。 

  

 （利用定員）  

第８０条の２ 基準該当放課後等デイサービス事業

所は、その利用定員を１０人以上とする。 

 

  

 （準用）  （準用） 

第８１条 第８条、第１３条から第２３条まで、第

２６条第２項、第２７条から第３１条まで、第３

３条、第３５条から第４６条まで、第４８条から

第５１条まで、第５２条第１項、第５３条から第

５５条まで、第６０条から第６１条の２まで、第 

 ７２条及び第７７条（第１項を除く。）の規定は、 

 基準該当放課後等デイサービスの事業について準

用する。この場合において、第１３条第１項中「

第３８条」とあるのは「第８１条において準用す

る第３８条」と、第１６条中「第５０条第１項」

とあるのは「第８１条において準用する第５０条

第１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び第

５２条第２項」とあるのは「第８１条において準

用する第３８条第６号」と、第２３条第２項中「

次条第１項から第３項まで」とあるのは「第８１

条において準用する第７７条第２項及び第３項」

と、第２６条第２項中「第２４条第２項」とある

第８１条 第８条、第１３条から第２３条まで、第

２６条第２項、第２７条から第３１条まで、第３

３条、第３５条から第３７条まで、第３９条から

第４６条まで、第４８条から第５１条まで、第５

２条第１項、第５３条から第５５条まで、第６０

条から第６１条の２まで、第７０条、第７２条、

第７６条及び第７７条（第１項を除く。）の規定

は、基準該当放課後等デイサービスの事業につい

て準用する。この場合において、第１３条第１項

中「第３８条」とあるのは「第８１条において準

用する第７０条」と、第１６条中「第５０条第１

項」とあるのは「第８１条において準用する第５

０条第１項」と、第１７条中「第３８条第６号及

び第５２条第２項」とあるのは「第８１条におい

て準用する第７０条第６号」と、第２３条第２項

中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第

８１条において準用する第７７条第２項及び第３



 

のは「第８１条において準用する第７７条第２項

」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号

」とあるのは「第８１条において準用する第５５

条第２項第２号」と、第２９条中「前条」とある

のは「第８１条において準用する前条」と、同条

第１号中「次条」とあるのは「第８１条において

準用する次条」と、第４４条中「前条」とあるの

は「第８１条において準用する前条」と、第５５

条第２項第１号中「第２２条第１項」とあるのは 

 「第８１条において準用する第２２条第１項」と、 

 同項第３号中「第３６条」とあるのは「第８１条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第８１条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第８１条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第８１条において準用

する第５３条第２項」と、第６０条中「この節（

前条（第２４条第２項、第３項、第５項及び第６

項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）」

とあるのは「第７９条から第８１条まで（同条に

おいて第６０条及び第７７条（第１項を除く。）

の規定を準用する部分を除く。）」と、第６１条 

 中「この節（第５９条（第２４条第２項、第３項、 

 第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。

）を除く。）」とあるのは「第７９条から第８１

条まで（同条において第６１条及び第７７条（第

１項を除く。）の規定を準用する部分を除く。）

」と、第６１条の２中「この節（第５９条（第２

４条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を

準用する部分に限る。）を除く。）」とあるのは

「第７９条から第８１条まで（同条において第６

１条の２及び第７７条（第１項を除く。）の規定

を準用する部分を除く。）」と、第７７条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項

中「前３項」とあるのは「前２項」と読み替える

ものとする。 

項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」と

あるのは「第８１条において準用する第７７条第

２項」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第

２号」とあるのは「第８１条において準用する第

５５条第２項第２号」と、第２９条中「前条」と

あるのは「第８１条において準用する前条」と、

同条第１号中「次条」とあるのは「第８１条にお

いて準用する次条」と、第４４条中「前条」とあ

るのは「第８１条において準用する前条」と、第

５５条第２項第１号中「第２２条第１項」とある

のは「第８１条において準用する第２２条第１項

」と、同項第３号中「第３６条」とあるのは「第

８１条において準用する第３６条」と、同項第４

号中「第４５条第２項」とあるのは「第８１条に

おいて準用する第４５条第２項」と、同項第５号

中「第５１条第２項」とあるのは「第８１条にお

いて準用する第５１条第２項」と、同項第６号中

「第５３条第２項」とあるのは「第８１条におい

て準用する第５３条第２項」と、第６０条中「こ

の節（前条（第２４条第２項、第３項、第５項及 

び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除く。 

）」とあるのは「第７９条から第８１条まで（同 

条において第６０条及び第７７条（第１項を除く。 

）の規定を準用する部分を除く。）」と、第６１ 

条中「この節（第５９条（第２４条第２項、第３ 

項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限 

る。）を除く。）」とあるのは「第７９条から第 

８１条まで（同条において第６１条及び第７７条 

（第１項を除く。）の規定を準用する部分を除く。 

）」と、第６１条の２中「この節（第５９条（第 

２４条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定 

を準用する部分に限る。）を除く。）」とあるの 

は「第７９条から第８１条まで（同条において第 

６１条の２及び第７７条（第１項を除く。）の規 

定を準用する部分を除く。）」と、第７０条第６ 

号中「実施地域（当該指定医療型児童発達支援事 

業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供す 

る地域をいう。）」とあるのは「実施地域」と、 

第７７条第３項中「前２項」とあるのは「前項」 

と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項 

」と読み替えるものとする。 

  

 （従業者の員数に関する特例）  （従業者の員数に関する特例） 

第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項、第２項及び第

４項、第７条、第６３条、第７３条第１項、第２

項及び第４項並びに第８３条第１項の規定の適用

については、第６条第１項中「事業所（以下「指

定児童発達支援事業所」という。）」とあるのは

第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項、第２項及び第

４項、第７条、第６３条、第７３条第１項から第

３項まで並びに第８３条第１項の規定の適用につ

いては、第６条第１項中「事業所（以下「指定児

童発達支援事業所」という。）」とあるのは「多



 

「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童

発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条

第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」と

あるのは「指定通所支援」と、同条第４項中「指 

 定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、 

 第７条第１項中「指定児童発達支援事業所」とあ

るのは「多機能型事業所」と、同項第２号ア中「

指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項

第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第４項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条

第５項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定

通所支援」と、同条第６項中「指定児童発達支援

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指

定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の

」と、第６３条第１項中「事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、

並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、第７３条第１項中「事業所（以下「指定放課

後等デイサービス事業所」という。）」とあるの

は「多機能型事業所」と、同項第１号中「指定放

課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援

」と、同条第２項中「指定放課後等デイサービス

事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指

定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通

所支援の」と、同条第４項中「指定放課後等デイ

サービス」とあるのは「指定通所支援」と、第８

３条第１項中「事業所（以下「指定保育所等訪問

支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型

事業所」とする。 

機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達

支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第２

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、「指定児童発達支援」とある

のは「指定通所支援」と、同条第４項中「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第

７条第１項中「指定児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、同項第２号ア中「指 

 定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、 

 同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１

号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所

支援」と、同条第４項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第５

項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所

支援」と、同条第６項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児 

童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、 

第６３条第１項中「事業所（以下「指定医療型児 

童発達支援事業所」という。）」とあり、並びに 

同条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支 

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第 

７３条第１項中「事業所（以下「指定放課後等デ 

イサービス事業所」という。）」とあるのは「多 

機能型事業所」と、同項第１号中「指定放課後等 

デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、 

同条第２項中「指定放課後等デイサービス事業所 

」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課 

後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援 

の」と、同条第３項中「指定放課後等デイサービ 

ス」とあるのは「指定通所支援」と、第８３条第 

１項中「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事 

業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所 

」とする。 

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事

業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。）は、第６条第５項及び第７３

条第５項の規定にかかわらず、当該多機能型事業

所に置くべき従業者（児童発達支援管理責任者、 

 嘱託医及び管理者を除く。）のうち、１人以上は、 

 常勤でなければならないとすることができる。 

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事

業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。）は、第６条第５項及び第７３

条第４項の規定にかかわらず、当該多機能型事業

所に置くべき従業者（児童発達支援管理責任者、 

 嘱託医及び管理者を除く。）のうち、１人以上は、 

 常勤でなければならないとすることができる。 

  

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


